
 
 

○
厚
生
労
働
省
令
第
九
十
四
号 

特
定
受
託
事
業
者
に
係
る
取
引
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
十
二
条
第
一
項
、
第
十
四

条
第
一
項
第
二
号
、
第
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
二
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
を
実
施
す
る
た

め
、
厚
生
労
働
省
関
係
特
定
受
託
事
業
者
に
係
る
取
引
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
六
年
五
月
三
十
一
日 

厚
生
労
働
大
臣 

武
見 

敬
三 

 
 
 

厚
生
労
働
省
関
係
特
定
受
託
事
業
者
に
係
る
取
引
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則 

（
法
第
十
二
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法
） 

第
一
条 

特
定
受
託
事
業
者
に
係
る
取
引
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
第
一
項
の
厚
生

労
働
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
書
面
の
交
付
の
方
法
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
を
利
用
し
て
す
る
送
信
の
方
法
若
し
く
は
電
子
メ
ー

ル
そ
の
他
の
そ
の
受
信
を
す
る
者
を
特
定
し
て
情
報
を
伝
達
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
電
気
通
信
（
電
気
通
信
事
業
法
（
昭

和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
電
気
通
信
を
い
う
。
以
下
「
電
子
メ
ー
ル
等
」
と
い
う
。
）

の
送
信
の
方
法
又
は
著
作
権
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
放
送
、
同
項
第

別紙１－３



 
 

九
号
の
二
に
規
定
す
る
有
線
放
送
若
し
く
は
同
項
第
九
号
の
五
イ
に
規
定
す
る
自
動
公
衆
送
信
装
置
そ
の
他
電
子
計
算
機
と

電
気
通
信
回
線
を
接
続
し
て
す
る
方
法
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
方
法
と
す
る
。 

（
法
第
十
四
条
第
一
項
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
妊
娠
又
は
出
産
に
関
す
る
事
由
） 

第
二
条 

法
第
十
四
条
第
一
項
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
妊
娠
又
は
出
産
に
関
す
る
事
由
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。 

一 

妊
娠
し
た
こ
と
。 

二 

出
産
し
た
こ
と
。 

三 

妊
娠
又
は
出
産
に
起
因
す
る
症
状
に
よ
り
業
務
委
託
に
係
る
業
務
を
行
え
な
い
こ
と
若
し
く
は
行
え
な
か
っ
た
こ
と
又

は
当
該
業
務
の
能
率
が
低
下
し
た
こ
と
。 

四 

妊
娠
又
は
出
産
に
関
し
て
法
第
十
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
配
慮
の
申
出
を
し
、
又
は
こ
れ
ら
の

規
定
に
よ
る
配
慮
を
受
け
た
こ
と
。 

（
法
第
十
六
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
予
告
の
方
法
） 

第
三
条 

法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
予
告
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 



 
 

一 

書
面
を
交
付
す
る
方
法 

二 
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
を
利
用
し
て
す
る
送
信
の
方
法 

三 

電
子
メ
ー
ル
等
の
送
信
の
方
法
（
特
定
受
託
事
業
者
が
当
該
電
子
メ
ー
ル
等
の
記
録
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
り
書
面
を

作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
限
る
。
第
五
条
第
一
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
） 

２ 

前
項
第
二
号
の
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
た
予
告
は
、
特
定
受
託
事
業
者
の
使
用
に
係
る
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
装
置
に
よ
り
受
信
し

た
時
に
、
同
項
第
三
号
の
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
た
予
告
は
、
特
定
受
託
事
業
者
の
使
用
に
係
る
通
信
端
末
機
器
等
に
よ
り
受

信
し
た
時
に
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
特
定
受
託
事
業
者
に
到
達
し
た
も
の
と
み
な
す
。 

（
法
第
十
六
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
） 

第
四
条 

法
第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。 

一 

災
害
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
予
告
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合 

二 

他
の
事
業
者
か
ら
業
務
委
託
を
受
け
た
特
定
業
務
委
託
事
業
者
が
、
当
該
業
務
委
託
に
係
る
業
務
（
以
下
こ
の
号
に
お

い
て
「
元
委
託
業
務
」
と
い
う
。
）
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
特
定
受
託
事
業
者
に
再
委
託
を
し
た
場
合
で
あ
っ
て
、

当
該
元
委
託
業
務
に
係
る
契
約
の
全
部
又
は
一
部
が
解
除
さ
れ
、
当
該
特
定
受
託
事
業
者
に
再
委
託
を
し
た
業
務
（
以
下



 
 

こ
の
号
に
お
い
て
「
再
委
託
業
務
」
と
い
う
。
）
の
大
部
分
が
不
要
と
な
っ
た
場
合
そ
の
他
の
直
ち
に
当
該
再
委
託
業
務

に
係
る
契
約
の
解
除
（
契
約
期
間
の
満
了
後
に
更
新
し
な
い
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
す
る
こ

と
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合 

三 

特
定
業
務
委
託
事
業
者
が
特
定
受
託
事
業
者
と
業
務
委
託
に
係
る
給
付
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項
に
つ
い
て
の
契
約

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
基
本
契
約
」
と
い
う
。
）
を
締
結
し
、
基
本
契
約
に
基
づ
い
て
業
務
委
託
を
行
う
場
合
（
以

下
こ
の
号
に
お
い
て
「
基
本
契
約
に
基
づ
い
て
業
務
委
託
を
行
う
場
合
」
と
い
う
。
）
又
は
契
約
の
更
新
に
よ
り
継
続
し

て
業
務
委
託
を
行
う
こ
と
と
な
る
場
合
で
あ
っ
て
、
契
約
期
間
が
三
十
日
以
下
で
あ
る
一
の
業
務
委
託
に
係
る
契
約
（
基

本
契
約
に
基
づ
い
て
業
務
委
託
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
基
本
契
約
に
基
づ
く
も
の
に
限
る
。
）
の
解
除
を
し
よ

う
と
す
る
場
合 

四 

特
定
受
託
事
業
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
り
直
ち
に
契
約
の
解
除
を
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

場
合 

五 

基
本
契
約
を
締
結
し
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
特
定
受
託
事
業
者
の
事
情
に
よ
り
、
相
当
な
期
間
、
当
該
基
本
契
約
に

基
づ
く
業
務
委
託
を
し
て
い
な
い
場
合 



 
 

（
法
第
十
六
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
開
示
の
方
法
） 

第
五
条 

法
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
開
示
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

書
面
を
交
付
す
る
方
法 

二 

フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
を
利
用
し
て
す
る
送
信
の
方
法 

三 

電
子
メ
ー
ル
等
の
送
信
の
方
法 

２ 

前
項
第
二
号
の
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
た
開
示
は
、
特
定
受
託
事
業
者
の
使
用
に
係
る
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
装
置
に
よ
り
受
信
し

た
時
に
、
同
項
第
三
号
の
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
た
開
示
は
、
特
定
受
託
事
業
者
の
使
用
に
係
る
通
信
端
末
機
器
等
に
よ
り
受

信
し
た
時
に
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
特
定
受
託
事
業
者
に
到
達
し
た
も
の
と
み
な
す
。 

（
法
第
十
六
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
） 

第
六
条 

法
第
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。 

一 

第
三
者
の
利
益
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合 

二 

他
の
法
令
に
違
反
す
る
こ
と
と
な
る
場
合 

（
立
入
検
査
の
身
分
証
明
書
） 



 
 

第
七
条 

法
第
二
十
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
職
員
の
身
分
を
示
す
証
明
書
は
、
別
記

様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

（
権
限
の
委
任
） 

第
八
条 

法
第
十
七
条
第
二
項
、
第
十
八
条
、
第
十
九
条
、
第
二
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
二
十
二
条
に
規
定
す
る

厚
生
労
働
大
臣
の
権
限
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
全
国
的
に
重
要
で
あ
る
と
認
め
た
事
案
に
係
る
も
の
を
除
き
、
特
定
業
務
委

託
事
業
者
の
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
労
働
局
の
長
が
行
う
も
の
と
す
る
。 

 
 
 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
省
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
令
和
六
年
十
一
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。 

（
厚
生
労
働
省
組
織
規
則
の
一
部
改
正
） 

２ 

厚
生
労
働
省
組
織
規
則
（
平
成
十
三
年
厚
生
労
働
省
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 



 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 

 

正 
 

 

後 

改 
 

 

正 
 

 

前 
（
雇
用
環
境
・
均
等
部
の
所
掌
事
務
） 

（
雇
用
環
境
・
均
等
部
の
所
掌
事
務
） 

第
七
百
六
十
条
の
二 

雇
用
環
境
・
均
等
部
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か

さ
ど
る
。 

一
～
十
二 

（
略
） 

十
三 

在
宅
就
労
そ
の
他
の
多
様
な
就
業
形
態
を
選
択
す
る
者
に
係
る
対

策
に
関
す
る
こ
と
。 

十
四
～
十
七 

（
略
） 

 

第
七
百
六
十
条
の
二 

雇
用
環
境
・
均
等
部
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か

さ
ど
る
。 

一
～
十
二 

（
略
） 

（
新
設
） 

 

十
三
～
十
六 

（
略
） 

（
企
画
課
の
所
掌
事
務
） 

（
企
画
課
の
所
掌
事
務
） 

第
七
百
七
十
六
条
の
二 

企
画
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。 

一
～
十
一 

（
略
） 

十
二 

在
宅
就
労
そ
の
他
の
多
様
な
就
業
形
態
を
選
択
す
る
者
に
係
る
対

策
に
関
す
る
事
務
の
企
画
及
び
立
案
に
関
す
る
こ
と
。 

十
三
～
十
七 

（
略
） 

 

第
七
百
七
十
六
条
の
二 

企
画
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。 

一
～
十
一 

（
略
） 

（
新
設
） 

 

十
二
～
十
六 

（
略
） 

（
指
導
課
の
所
掌
事
務
） 

（
指
導
課
の
所
掌
事
務
） 

第
七
百
七
十
六
条
の
三 

指
導
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。 

一
～
八 

（
略
） 

九 

在
宅
就
労
そ
の
他
の
多
様
な
就
業
形
態
を
選
択
す
る
者
に
係
る
対
策

に
関
す
る
事
務
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。 

十
～
十
三 

（
略
） 

第
七
百
七
十
六
条
の
三 

指
導
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。 

一
～
八 

（
略
） 

（
新
設
） 

 
九
～
十
二 

（
略
） 

 



別記様式(表面) 

                                        (日本産業規格B列8) 

第      号 

立入検査証 

  
 

    官 職 

    氏 名 

 

年  月  日生     

 

 上記の者は、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律第20

条第1項の規定により立入検査をする職員であることを証明する。 

 

 

   年  月  日 

 

写

真 

厚生労働大臣又は都道府県労働局長 印  

 

 

 

 



別記様式(裏面) 

                                        (日本産業規格B列8) 

特定受託事業者の取引の適正化等に関する法律（抄） 

（報告及び検査） 

第11条 中小企業庁長官は、第７条の規定の施行に必要な限度において、業務委託事業者、特定業務委託事業者、特定受託事業者その他の関係

者に対し、業務委託に関し報告をさせ、又はその職員に、これらの者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ

ることができる。 

２ 公正取引委員会は、第８条及び第９条第１項の規定の施行に必要な限度において、業務委託事業者、特定業務委託事業者、特定受託事業者

その他の関係者に対し、業務委託に関し報告をさせ、又はその職員に、これらの者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿書類その他の物

件を検査させることができる。 

３ 前２項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。 

４ 第１項及び第２項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

（報告及び検査） 

第20条 厚生労働大臣は、第18条（第14条に係る部分を除く。）及び前条第１項の規定の施行に必要な限度において、特定業務委託事業者、特

定受託事業者その他の関係者に対し、業務委託に関し報告をさせ、又はその職員に、これらの者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿書

類その他の物件を検査させることができる。 

２ 厚生労働大臣は、第18条（第14条に係る部分に限る。）及び前条第３項の規定の施行に必要な限度において、特定業務委託事業者に対し、

業務委託に関し報告を求めることができる。 

３ 第11条第３項及び第４項の規定は、第１項の規定による立入検査について準用する。 

（厚生労働大臣の権限の委任） 

第23条 この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。 

第24条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、50万円以下の罰金に処する。 

一 （略） 

二 第11条第１項若しくは第２項又は第20条第１項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒 

み、妨げ、若しくは忌避したとき。 

第25条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、

行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の刑を科する。 

 

厚生労働省関係特定受託事業者の取引の適正化等に関する法律施行規則（抄） 

（権限の委任） 

第８条 法第17条第２項、第18条、第19条、第20条第１項及び第２項並びに第22条に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働大臣が全国的に

重要であると認めた事案に係るものを除き、特定業務委託事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局の長が行うものとする。 

 

 

 


